
平
成
二
十
二
年
二
月
五
日
提
出

質

問

第

八

三

号

農
家
へ
の
戸
別
所
得
補
償
制
度
モ
デ
ル
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

木

村

太

郎

83



農
家
へ
の
戸
別
所
得
補
償
制
度
モ
デ
ル
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

自
由
民
主
党
は
、
去
る
一
月
二
十
七
日
、
宮
城
県
に
て
「
ふ
る
さ
と
対
話
」
を
開
き
、
広
く
国
民
・
地
域
の
声
を
聞
い
た
と

こ
ろ
、
鳩
山
民
主
党
政
権
に
よ
る
政
策
の
急
進
な
変
更
や
重
要
な
予
算
の
廃
止
等
に
よ
り
、
現
場
で
は
大
混
乱
が
起
き
、
様
々

な
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

従
来
の
産
地
作
り
交
付
金
で
は
転
作
作
物
と
し
て
対
象
と
な
っ
て
い
た
景
観
作
物
の
「
ひ
ま
わ
り
」
に
つ
い
て
、
平
成
二

十
二
年
度
に
実
施
さ
れ
る
戸
別
所
得
補
償
制
度
モ
デ
ル
対
策
の
水
田
利
活
用
自
給
力
向
上
事
業
に
お
い
て
は
、
交
付
対
象
に

な
る
の
か
。
農
林
水
産
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
掲
載
の
「
戸
別
所
得
補
償
制
度
モ
デ
ル
対
策
に
関
す
る
実
務
担
当
者
向
け
Ｑ
＆

Ａ
」
と
は
異
な
る
、
明
確
な
回
答
を
求
む
。

右
質
問
す
る
。


